
伊勢崎市規則第４３号 

伊勢崎市都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく低炭素建築物新築

等計画の認定等に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第

８４号。以下「法」という。）及び都市の低炭素化の促進に関する法律施行

規則（平成２４年国土交通省令第８６号。以下「省令」という。）に基づく

低炭素建築物新築等計画の認定並びに伊勢崎市手数料条例（平成１７年伊勢

崎市条例第８０号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の

例による。 

（適合証） 

第３条 条例別表第７の２の項に規定する規則で定める図書（以下「適合証」

という。）は、次の各号に掲げる認定の申請の区分に応じ、当該申請に係る

低炭素建築物新築等計画が法第５４条第１項第１号に規定する基準に適合し

ていることを、当該各号に定める者が証明した書面とする。 

⑴   次に掲げる認定の申請  エネルギーの使用の合理化等に関する法律

（昭和５４年法律第４９号）第７６条第１項に規定する登録建築物調査

機関（以下「登録建築物調査機関」という。）又は住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する登

録住宅性能評価機関（以下「登録住宅性能評価機関」という。） 

ア  条例別表第７の１の項⑴に掲げる建築物に係る低炭素建築物新築等

計画の認定の申請 

イ  条例別表第７の１の項⑵に掲げる建築物に係る同号アからウまでに

規定する認定の申請 

ウ  条例別表第７の１の項⑶に掲げる建築物に係る同号アに規定する認

定の申請 

エ  条例別表第７の１の項⑷に掲げる建築物に係る同号アに規定する認



定の申請 

⑵ 前号アからエまでに掲げる認定の申請以外の認定の申請 登録建築物調

査機関 

（所管行政庁が必要と認める図書） 

第４条 省令第４１条第１項に規定する所管行政庁が必要と認める図書は、次

のとおりとする。 

⑴ 登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関から適合証の交付を受け

た場合にあっては、当該適合証 

⑵ 申請に係る建築物の位置を示した都市計画図 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

（申請書の提出部数） 

第５条 市長に提出する省令第４１条第１項の申請書の正本及び副本の部数は、

正本１部、副本２部とする。ただし、適合証を添えて当該申請書を提出する

場合にあっては、正本１部、副本１部とする。 

２ 前項の規定は、市長に提出する省令第４５条の申請書の正本及び副本の部

数について準用する。 

（認定しない旨の通知） 

第６条 市長は、法第５３条第１項の規定により申請された低炭素建築物新築

等計画が法第５４条第１項第１号から第３号までに掲げる基準に適合しない

と認めるとき又は法第５４条第６項に規定する通知書の交付を受けたときは、

認定しない旨の通知書（様式第１号）により申請者に通知するものとする。

法第５５条第１項の変更の認定についても、同様とする。 

（報告） 

第７条 認定建築主は、法第５６条の規定により低炭素建築物の新築等の状況

について報告を求められたときは、速やかに、新築等状況報告書（様式第２

号）に報告内容を説明するための図書を添えて、市長に報告しなければなら

ない。 

２ 認定建築主は、低炭素建築物の新築等の工事が完了したときは、速やかに、

次の表の左欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる工事完

了報告書に同表右欄に掲げる書面その他市長が必要と認めるものを添えて、



市長に報告しなければならない。 

⑴  認定低炭素建築物新築

等計画に従って低炭素建

築物の新築等の工事が行

われたことを建築士（建

築士法（昭和２５年法律

第２０２号）第２条第１

項に規定する建築士をい

う。）が確認した場合 

工事完了報告書

（様式第３号） 

当該建築士が作成した工事

監理報告書（建築士法施行

規則（昭和２５年建設省令

第３８号）第１７条の１５

の工事監理報告書をいう。）

の写し  

⑵  前号に掲げる場合以外

の場合 

工事完了報告書

（様式第４号） 

低炭素建築物の新築等の工

事を施工した施工者による

発注者への工事完了の報告

書の写しその他これに類す

るもの  

（取下げ届） 

第８条 法第５３条第１項の規定による認定の申請又は法第５５条第１項の規

定による変更の認定の申請をした者は、法第５４条第１項の認定又は法第５

５条第２項において準用する法第５４条第１項の変更の認定を受けるまでの

間に、当該申請に係る低炭素建築物新築等計画の実施を取りやめたときは、

速やかに、取下げ届出書（様式第５号）２部を市長に提出しなければならな

い。 

（取りやめ届） 

第９条 認定建築主は、認定低炭素建築物新築等計画を取りやめたときは、速

やかに、取りやめ届出書（様式第６号）２部を、これに省令第４３条第１項

の規定によりされた通知に係る同条第２項の通知書（法第５５条第２項にお

いて準用する法第５４条第１項の変更の認定を受けている場合にあっては、

省令第４６条において準用する省令第４３条第１項の規定によりされた通知

に係る省令第４６条において準用する省令第４３条第２項の通知書）を添え

て、市長に提出しなければならない。 

（改善命令） 



第１０条  法第５７条の規定による認定建築主に対する命令は、改善命令書

（様式第７号）により行うものとする。 

 （認定の取消し） 

第１１条 市長は、法第５８条の規定により計画の認定を取り消したときは、

認定建築主に対し認定取消通知書（様式第８号）を交付するものとする。 

（その他） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、法、省令及び条例の施行に関し必要

な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 


